
派遣労働者の同一労働・同一賃金
オンラインセミナー
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第３回

「労使協定の締結について

（一般賃金の設定）」

労働省大阪労働局 需給調整事業部

15:00～開始です。

参加者名を許可番号に変更してお待ちください。



労使協定方式

労働省

労使協定に定めないといけない事項

労使協定に定めた事項を遵守していない場合は、労使協定方式
は適用されず、派遣先均等・均衡方式が適用

！

① 派遣労働者の範囲（第１号）

② 一般賃金と同等以上の賃金（第２号イ）

③ 賃金の改善規定（第２号ロ）

④ 公正な評価規定（第３号）

⑤ 賃金以外の待遇の決定方法（第４号）

⑥ 教育訓練の実施（第５号）

⑦ 有効期間、一部に限定する理由、待遇決定方式の変更（第６号）
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一般賃金

協定対象派遣労働者の賃金

≦

一般賃金の額

世の中の通常の
労働者の平均額

各派遣会社における
派遣労働者の賃金額

同等以上

「一般賃金≦協定対象派遣労働者の賃金の額」
のイメージ
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一般賃金

一般基本給・賞与等

○ 家 族 手 当
○ 役 職 手 当
な ど 諸 手 当

実費支給

定額支給

退職金制度の
方法

退職金前払いの
方法

中小企業
退職金共済制度等
への加入の方法

一般通勤手当 一般退職金

も含む

厚生労働省

合算の方法時間外勤務手当

深夜勤務手当

休日勤務手当

対象外
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一般賃金

一般基本給・賞与等

○ 家 族 手 当
○ 役 職 手 当
な ど 諸 手 当

実費支給

定額支給

退職金制度の
方法

退職金前払いの
方法

中小企業
退職金共済制度等
への加入の方法

一般通勤手当 一般退職金

も含む

厚生労働省

合算の方法時間外勤務手当

深夜勤務手当

休日勤務手当

対象外

一般基本給・賞与等≦基本給・賞与等 一般通勤手当≦通勤手当 一般退職金≦退職金
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一般基本給・賞与等

一般基本給・賞与等の決定手順

＜手順１＞
使用する統計調査等を
労使で選択する

＜手順２＞
比べる職種を決める

＜手順４＞
地域指数を決める

＜手順３＞
能力・経験調整指数を
決める

一般基本給・賞与等の額＝「基準値（0年）×能力・経験調整指数×地域指数」

基準値（０年） 地域指数能力・経験調整指数

厚生労働省
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＜手順１＞
使用する統計調査等を
労使で選択する

一般基本給・賞与等の決定手順

一般基本給・賞与等

賃金構造基本統計調査によるもの
「賃金構造基本統計調査による職種別
平均賃金」

職業安定業務統計によるもの
「職業安定業務統計の求人賃金を基準値
とした一般基本給・賞与等の額」

厚生労働省

全ての職種は網羅していないが、
実際に企業が支払っている賃金を
調査

求人上の賃金であるものの、
すべての職種を網羅

※ 局長通達の別添１と別添２
とで示しています
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別添1

（円）

１年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

産業計 1,276 1,469 1,610 1,635 1,721 1,876 2,336 1,285 1,532

1031 管理的職業従事者 2,972 3,421 3,751 3,807 4,009 4,369 5,442 3,252 3,473

1051 研究者 1,624 1,869 2,049 2,080 2,191 2,387 2,974 1,625 1,930

1072 電気・電子・電気通信技術者 1,424 1,639 1,797 1,824 1,921 2,093 2,607 - 1,701

（通信ネットワーク技術者を除く）

1073 機械技術者 1,342 1,545 1,694 1,719 1,810 1,973 2,457 - 1,607

1074 輸送用機器技術者 1,143 1,316 1,442 1,464 1,542 1,680 2,093 1,261 1,380

1076 金属技術者 1,162 1,337 1,466 1,489 1,568 1,708 2,128 - 1,401

1077 化学技術者 1,410 1,623 1,779 1,806 1,902 2,073 2,582 - 1,685

1091 建築技術者 1,259 1,449 1,589 1,613 1,698 1,851 2,305 - 1,513

1092 土木技術者 1,367 1,573 1,725 1,751 1,844 2,009 2,503 - 1,636

1093 測量技術者 1,287 1,481 1,624 1,649 1,736 1,892 2,356 1,418 1,544

1101 システムコンサルタント・設計者 1,683 1,937 2,124 2,156 2,270 2,474 3,082 - 1,998

賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金（時給換算）

基準値

（０年）

基準値に能力・経験調整指数を乗じた値 基準値

（０年）

最大値

参考値

（０年）

別添２

（円）

１年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

職業計 1,218 1,402 1,537 1,560 1,643 1,790 2,230 - 1,429

Ａ管理的職業 1,535 1,767 1,937 1,966 2,071 2,256 2,811 - 1,761

01管理的公務員 1,193 1,373 1,506 1,528 1,609 1,754 2,184 1,232 1,474

011管理的公務員 1,193 1,373 1,506 1,528 1,609 1,754 2,184 1,232 1,474

02法人・団体の役員 1,892 2,178 2,388 2,424 2,552 2,781 3,464 - 2,288

021会社役員 2,265 2,607 2,858 2,901 3,055 3,330 4,147 - 2,833

029その他の法人・団体の役員 1,520 1,750 1,918 1,947 2,050 2,234 2,783 1,812 1,743

03法人・団体の管理職員 1,559 1,794 1,967 1,997 2,103 2,292 2,855 - 1,787

031会社の管理職員 1,556 1,791 1,964 1,993 2,099 2,287 2,849 1,585 1,851

039その他の法人管理職員等 1,563 1,799 1,973 2,002 2,108 2,298 2,862 - 1,717

04その他の管理的職業 1,437 1,654 1,813 1,841 1,939 2,112 2,631 - 1,648

049その他の管理的職業 1,437 1,654 1,813 1,841 1,939 2,112 2,631 - 1,648

Ｂ専門的・技術的職業 1,329 1,530 1,677 1,702 1,793 1,954 2,433 - 1,596

05研究者 1,268 1,459 1,600 1,624 1,711 1,864 2,322 1,277 1,546

051研究者 1,268 1,459 1,600 1,624 1,711 1,864 2,322 1,277 1,546

基準値

（０年）

基準値に能力・経験調整指数を乗じた値 基準値

（０年）

最大値

参考値

（０年）

職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額（時給換算）
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別添1

（円）

１年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

産業計 1,276 1,469 1,610 1,635 1,721 1,876 2,336 1,285 1,532

1031 管理的職業従事者 2,972 3,421 3,751 3,807 4,009 4,369 5,442 3,252 3,473

1051 研究者 1,624 1,869 2,049 2,080 2,191 2,387 2,974 1,625 1,930

1072 電気・電子・電気通信技術者 1,424 1,639 1,797 1,824 1,921 2,093 2,607 - 1,701

（通信ネットワーク技術者を除く）

1073 機械技術者 1,342 1,545 1,694 1,719 1,810 1,973 2,457 - 1,607

1074 輸送用機器技術者 1,143 1,316 1,442 1,464 1,542 1,680 2,093 1,261 1,380

1076 金属技術者 1,162 1,337 1,466 1,489 1,568 1,708 2,128 - 1,401

1077 化学技術者 1,410 1,623 1,779 1,806 1,902 2,073 2,582 - 1,685

1091 建築技術者 1,259 1,449 1,589 1,613 1,698 1,851 2,305 - 1,513

1092 土木技術者 1,367 1,573 1,725 1,751 1,844 2,009 2,503 - 1,636

1093 測量技術者 1,287 1,481 1,624 1,649 1,736 1,892 2,356 1,418 1,544

1101 システムコンサルタント・設計者 1,683 1,937 2,124 2,156 2,270 2,474 3,082 - 1,998

賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金（時給換算）

基準値

（０年）

基準値に能力・経験調整指数を乗じた値 基準値

（０年）

最大値

参考値

（０年）

一般基本給・賞与等の決定手順

一般基本給・賞与等

＜手順２＞
比べる職種を決める

＜手順３＞
能力・経験調整指数
を決める

↑
手順３
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↑
手順２



＜手順４＞
地域指数を決める

一般基本給・賞与等

一般基本給・賞与等の決定手順

厚生労働省
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別添３

都道府県別地域指数（※）

全国計 100.0

北海道 94.0

青森 84.4

岩手 87.2

宮城 97.0

秋田 87.0

山形 89.6

福島 93.4

茨城 101.1

栃木 99.4

群馬 98.6

埼玉 106.6

千葉 106.2

東京 113.9

神奈川 109.6

新潟 94.8

富山 97.2

石川 97.5

福井 97.8

山梨 99.3

長野 97.9

岐阜 100.6

職業安定業務統計による地域指数

ハローワーク別地域指数（※）

全国計 100.0

北海道 94.0

0101 札幌計 100.8

0102 函館計 89.8

0103 旭川計 89.7

0104 帯広計 94.9

0105 北見計 90.1

0106 紋別計 90.2

0107 小樽計 87.2

0108 滝川計 88.8

0109 釧路計 89.4

0110 室蘭計 92.6

0111 岩見沢計 90.6

0112 稚内計 90.5

0113 岩内計 94.5

0114 留萌計 88.5

0115 名寄計 91.7

0116 浦河計 92.8

0118 網走計 90.1

0119 苫小牧計 94.3

職業安定業務統計による地域指数



一般基本給・賞与等

一般基本給・賞与等の計算例

（土木技術者×１年目×北海道の例）

1,747円（１年目）×0.944（北海道）

＝1,650円（小数点切り上げ）

厚生労働省
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一般基本給・賞与等

厚生労働省

職種の選び方

協定対象派遣労働者が従事する業務と最も
近いと考えられるものを選択

「賃金構造基本統計調査の役職及び職種解説」又は
「第４回改訂 厚生労働省編職業分類 職業分類表
改訂の経緯とその内容」を参照

賃金構造基本統計調査によるもの
「賃金構造基本統計調査による職種別
平均賃金」

職業安定業務統計によるもの
「職業安定業務統計の求人賃金を基準値
とした一般基本給・賞与等の額」

中核的業務
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一般基本給・賞与等

厚生労働省

第４回改訂 厚生労働省編職業分類 職業分類表 改訂の経緯とその内容
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一般基本給・賞与等

厚生労働省

能力・経験調整指数の考え方

協定対象派遣労働者の能力及び経験を踏まえつつ、一般の労働者
の勤続何年目に相当するかを考慮して適切なものを選択
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一般基本給・賞与等

厚生労働省

地域指数の考え方

派遣先の事業所等の所在地を含む都道府県又は公共職業安定所
管轄地域の指数を選択

・工場、事務所、店舗等、場所的に他の事業所その他の場所から独立していること

・経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性
を有すること

・一定期間継続し、施設としての持続性を有すること 16
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一般基本給・賞与等

協定対象派遣労働者の賃金

≦

一般賃金の額

世の中の通常の
労働者の平均額

各派遣会社における
派遣労働者の賃金額

同等以上

「一般賃金≦協定対象派遣労働者の賃金の額」
のイメージ
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派遣労働者C

派遣労働者B

派遣労働者A

派遣労働者C

派遣労働者B

派遣労働者A

直近事業年度の平均額

個々に実際に支給される額で
一般基本給・賞与等と比較

平均値等で
一般基本給・賞与等と比較可能

基本給 賞与等

派遣労働者C

派遣労働者B

派遣労働者A

平均値等

平均値等

平均値等

一般基本給・賞与等

一般基本給・賞与等

協定対象派遣労働者の賃金 直近の事業年度の平均額 見込み額の平均額 標準的な額

1200円

1100円

1000円

200円

1400円

1300円

1200円

1100円
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派遣労働者C

派遣労働者B

派遣労働者A

派遣労働者C

派遣労働者B

派遣労働者A

直近事業年度の平均額

個々に実際に支給される額で
一般基本給・賞与等と比較

平均値等で
一般基本給・賞与等と比較可能

基本給 賞与等

派遣労働者C

派遣労働者B

派遣労働者A

平均値等

平均値等

平均値等

一般基本給・賞与等

一般基本給・賞与等

厚生労働省

協定対象派遣労働者の賃金 直近の事業年度の平均額 見込み額の平均額 標準的な額

1800円

1500円

1100円

300円

2100円

1800円

1400円

1100円
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職種 等級 職務内容
基本給額
（賞与額） 合計額

プ
ロ
グ
ラ
マ
ー

Ａランク
上級プログラム開発
（ＡＩ関係等高度なプログラム言語を用いた開発）

1800円～
（賞与300円）

2100円～

Ｂランク
中級プログラム開発
（Ｗｅｂアプリ作成等の中程度の難易度の開発）

1500円～
（賞与300円）

1800円～

Ｃランク
初級プログラム開発
（Ｅｘｃｅｌマクロ、簡易なプログラム言語を用いた
開発）

1100円～
（賞与300円）

1400円～

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

ソフトウェア
作成者

（地域指数：北海道
0.94の例）

1,364円 1,582円 1,695円 1,732円 1,814円 2,037円 2,445円

＜手順１＞
派遣会社の賃金テーブルで、
それぞれの等級ごとの賃金額
を確認

＜手順２＞
各等級の能力・経験調整指数
を決定

＜手順３＞
上の表（協定対象派遣労働者
の賃金の額）と下の表（一般
基本給・賞与等の額）を比較
し、同等以上になっているか
確認

←手順２

←手順３

一般基本給・賞与等

実際の比較のイメージ

手順１
↓

Cランク Bランク Aランク

＜一般基本給・賞与等の額＞

＜派遣会社の賃金水準＞

厚生労働省
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通勤手当

基本給・賞与等
（一般基本給・賞与等）

○ 家 族 手 当
○ 役 職 手 当
な ど 諸 手 当

実費支給

定額支給

退職金制度の
方法

退職金前払いの
方法

中小企業
退職金共済制度等
への加入の方法

通勤手当
（一般通勤手当）

退職金
（一般退職金）

も含む

厚生労働省

合算の方法時間外勤務手当

深夜勤務手当

休日勤務手当

対象外
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通勤手当

選択肢１ 実費支給により「同等以上」を確保する

選択肢２ 一般の労働者の通勤手当に相当する額（「73円」）と
「同等以上」を確保する

⇒一般通勤手当と同等以上とみなす

厚生労働省

※ 支給に上限がある場合、上限額を協定対象派遣労働者の平均的な所定内労働時間
１時間当たりに換算した額が「7３」円未満の場合、選択肢２で取り扱う

73円

一般基本給
・賞与等

一般基本給・賞与等＋
一般通勤手当（72円）

協定対象派遣労働者の賃金

≦
73円 通勤手当≦

７３円と同等以上
にする

一般基本給・賞与等に

７３円を加え比較（合算）

一般通勤手当 協定対象派遣労働者の通勤手当
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通勤手当

選択肢１ 実費支給により「同等以上」を確保する

選択肢２ 一般の労働者の通勤手当に相当する額（「73円」）と
「同等以上」を確保する

⇒一般通勤手当と同等以上とみなす

73円

一般基本給
・賞与等

一般基本給・賞与等＋
一般通勤手当（72円）

協定対象派遣労働者の賃金

≦
73円 通勤手当≦

７３円と同等以上
にする

一般基本給・賞与等に

７３円を加え比較（合算）

厚生労働省

一般通勤手当 協定対象派遣労働者の通勤手当

※ 支給に上限がある場合、上限額を協定対象派遣労働者の平均的な所定内労働時間
１時間当たりに換算した額が「73」円未満の場合、選択肢２で取り扱う
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退職金

基本給・賞与等
（一般基本給・賞与等）

○ 家 族 手 当
○ 役 職 手 当
な ど 諸 手 当

実費支給

定額支給

退職金制度の
方法

退職金前払いの
方法

中小企業
退職金共済制度等
への加入の方法

通勤手当
（一般通勤手当）

退職金
（一般退職金）

も含む

厚生労働省

合算の方法時間外勤務手当

深夜勤務手当

休日勤務手当

対象外
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退職金

選択肢１ 退職制度の方法（後払いの給付面での比較）

選択肢２ 退職金前払いの方法

選択肢３ 中小企業退職金共済制度等への加入の方法

退職手当の導入割合、最低勤続年数及び支給月数の相場について、国が
各種調査結果を示し、その中のいずれかを選択し、それと退職手当制度
を比較

① 一般基本給・賞与等の退職給付等の費用の割合５％以上の「前払い退
職金」を支給する。
② 一般基本給・賞与等に５％分を上乗せをし、そのうえで協定対象派遣
労働者の賃金と比較（合算による方法）。

派遣労働者が中小企業退職金共済制度（確定給付企業年金や確定拠出年金
等の掛金も含む）に（一般基本給・賞与等の５％以上で）加入している場合
は、退職手当については一般退職金と同等以上であるとする。

厚生労働省
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退職金

選択肢１ 退職制度の方法（後払いの給付面での比較）

勤続年数 ３年 ５年 １０年 １５年 ２０年 ２５年 ３０年 ３３年

自己都合 1.0月 1.9月 4.1月 6.8月 9.8月 12.8月 15.8月 18.0月

会社都合 1.5月 2.5月 5.4月 8.5月 11.8月 15.1月 18.3月 20.3月

局長通達で示す調査から設定した、
一般退職金（支給月数） 「令和4年中小企業の賃金・退職金事情」（東京都）の例

勤続年数 ３年以上
５年未満

５年以上
10年未満

10年以上
15年未満

15年以上
25年未満 25年以上

自己都合 1.0月 2.0月 7.0月 10.0月 18.0月
会社都合 2.0月 4.0月 9.0月 12.0月 23.0月

派遣会社の退職金テーブル（例）

厚生労働省
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退職金

選択肢２ 退職金前払いの方法

５％

一般基本給
・賞与等

一般基本給・賞与等＋
一般基本給・賞与等の５％

協定対象派遣労働者の賃金

≦
５％ 前払い退職金≦

一般基本給・賞与等の

５％と同等以上の前
払い退職金にする

一般基本給・賞与等に
その５％分を加え比較
（合算）

厚生労働省

一般基本給・
賞与等の５％

協定対象派遣労働者の前払い
退職金
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退職金

選択肢３ 中小企業退職金共済制度等への加入の方法

一般基本給
・賞与等の
５％分の額 ≦

一般基本給・
賞与等の５％

協定対象派遣労働者の賃金

右側の掛金等の費用の額が５％に届かない場合は、その
足りない部分を選択肢２でみることも可能。（選択肢２
と選択肢３の併用）

厚生労働省

掛金等の
費用

３％

２％は選択肢２の前払い退職
金（合算含む）として支払う
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一般賃金

基本給・賞与等
（一般基本給・賞与等）

○ 家 族 手 当
○ 役 職 手 当
な ど 諸 手 当

実費支給

定額支給

退職金制度の
方法

退職金前払いの
方法

中小企業
退職金共済制度等
への加入の方法

通勤手当
（一般通勤手当）

退職金
（一般退職金）

も含む

厚生労働省

合算の方法時間外勤務手当

深夜勤務手当

休日勤務手当

対象外
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合算して比較する方法

協定対象派遣労働者の賃金

≦

①通勤手当を合算する場合（例）

厚生労働省

73円

一般基本給
・賞与等

一般基本給・賞与等
＋

一般通勤手当（73円）
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協定対象派遣労働者の賃金

≦

②退職金を合算する場合（例）

合算して比較する方法

厚生労働省

一般基本給
・賞与等

一般基本給
・賞与等の５％

一般基本給・賞与等＋
一般基本給・賞与等の５％
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一般賃金の額 協定対象派遣労働者の賃金

≦

合算して比較する方法

厚生労働省

③通勤手当・退職金を合算する場合（例）

一般基本給
・賞与等

一般基本給
・賞与等の５％

73円
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一般賃金の水準についての注意点

厚生労働省

一般賃金の水準について！

毎年更新あり

※ 最新の局長通達の確認をお願いします

73円

一般通勤手当

５％

一般退職金
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34

ご静聴ありがとうございました。

以下の方法でアンケートを提出してください。

・Zoom退室時に表示されるアンケートを送信す
る。


